
空家を放置した場合の問題

草木の繁茂

⑴ 安全上の問題
老朽化による倒壊、
屋根材や外壁材等の
建材の崩落、
飛散

⑶ 防犯上の問題 ⑷ 景観上の問題
放火や犯罪の誘発 景観の悪化によるイメージの低下

⑵ 生活・衛生上の問題
ごみの放置による異臭、
病害虫の発生
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。

　
空
家
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は
所
有
者
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が
原
則

で
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因
で
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損
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ま
す
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どーなるの？空家を適切に管理しないと

皆
さ
ん
が
所
有
し
て
い
る
建
物
は

大
丈
夫
で
す
か
？

異臭・悪臭

屋根や外壁の飛散

不審者の出入り

危険な空家になる
前に！！

空家を
お持ちの

皆様へ

　佐渡市では、市内の空き家物件を有効に活用し、移住・定住の促進による地域の活
性化を図るため、市内の空き家情報を提供する「佐渡市空き家情報システム」を開設し
ています。空き家を「売りたい！貸したい！」とお考えの所有者の方で、空き家情報シス
テムに登録していただける方は、この機会にご検討ください。
※佐渡市では空き家の管理などをふるさと納税の返礼品として登録しておりますのでご覧ください。

空き家情報システムとは？
　空き家の所有者（空き家を貸したい、売りたい人）から提供された物件情報を「空き
家情報システム」に登録し、サイトをみた利用希望者（空き家を買いたい、借りたい人）
からの申し込みを受けマッチングする仕組みです。
　登録にあたり市が協定を締結している宅建協会に所属する市内の不動産会社の仲介
が必要となります。市は交渉、契約等の仲介行為は行いません。
　原則、空き家所有者（登記名義人）からの申請が必要です。空き家が登記されている
か、相続登記が終わっているかを事前に確認願います。

「空き家バンク」への登録物件を
募集しています！

空
き
家
を
「
売
り
た
い
！
貸
し
た
い
！
」
と
お
考
え
の
方
は
い
ま
せ
ん
か
？

「
空
き
家
情
報
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

空き家情報システムへの登録は無料です。
（成約時に不動産会社へ仲介手数料は必要です。）

利　用登　録

情報提供 情報提供

佐渡市
空き家情報
システム

所有者 買い手・借り手

空き家バンクの詳細は
こちらのQR から

仲介（見学・交渉・契約）
宅建協会

住宅
を空き

家として放
置するのではなく、

活用に向けて

まずはご相談を
！

【空き家の利活用に関するお問い合せ・ご相談は】
〒952-1292 佐渡市千種232
佐渡市 移住交流推進課 移住交流推進係
☎0259-67-7153  ℻0259-63-5125
E-mail r-iju@city.sado.niigata.jp

私たちに
お任せ下さい



【空家等に関するお問い合わせ・ご相談は】
〒952-1292佐渡市千種232 佐渡市 環境対策課 環境対策係
☎０２５９-６３-３１１３　℻０２５９-６３-２７５０  Ｅ‐mail s-kankyo@city.sado.niigata.jp

老朽危険廃屋対策
支援事業補助金

佐渡市危険空家
安全対策支援事業

○補助内容 補助対象空家全ての解体経
費、並びに廃材等の処分費
の補助

○対 象 者  市税を滞納していない空家等の所有
者等

○対象空家 そのまま放置すれば、倒壊等著しく
保安上危険となるおそれのある状態
又は周辺の生活環境の保全を図るた
めに放置することが不適切であると
認められる空家
※法第14条第3項による命令措置を受けた空
家は補助対象外

○補助金額 ①木造建築物
　補助対象経費の 1/2 以内

○補助内容 周辺に影響を及ぼす空家の屋根瓦の
落下防止対策、防護柵設置・危険部
分の除去等の工事費の補助

○対 象 者  市税を滞納していない空家等の所有
者等

○対象空家 周辺に影響を及ぼす危険な空家等
○補助金額 ①生活困窮者または集落等

　補助対象経費の 4/5 以内

②非木造建築物等
　補助対象経費の 4/5 以内

②上記以外の者
　補助対象経費の 1/2 以内

佐渡市では、空家の除却等を
支援しています！

上限額 80万円
上限額 30万円

上限額 30万円上限額 400万円

空家等対策の推進に関する特別措置法による
特定空家等の措置の流れ

助言・指導

勧　　　告

命　　　令

代　執　行

固定資産税等の住宅用
地特例から除外されます。

命令に違反した者は、
50万円以下の過料に
処することとなります。

Q.代執行とは？
行政代執行法に基づ
いて空家等による周
辺の生活環境などの
保全のため必要かつ
合理的な範囲内で、
所有者等に代わって
市が対応措置を行う
ことです。要した一切
の費用は所有者等に
請求します。

略 式 代 執 行
※過失なく措置を命ぜられ
　る者を確知できない場合

空き家の有効活用法チャート図
※　空き家の有効活用には、事前に相続登記などの整理を終わらせてください。

中古住宅

古家付き土地

更地にする
売る

売らない

売りたい

貸す

所有する

自分で使う

仕方なく所有する

借家

土地貸し

家・土地

自宅として住む・別荘や倉庫として利用

（家も利用するか、解体して
　土地だけで利用するか）

できるだけ早いうちに
売却を考える

買い手に判断してもらう

空き家を解体し、できるだけ
早いうちに売る

 保全・管理が必要
（親戚や業者に依頼する）

できるだけ早く貸す
（リフォーム必要有無を検討）

駐車場・倉庫などとして
貸し出す

保全・管理が必要
（今後を家族で相談してみる）

◆空き家等に関する相談窓口

◆法律上の問題や権利関係の整理等に関する相談窓口

空き家等の売買や賃貸に関すること
公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
☎025-247-1177　平日 9:00 ～17:00

市内不動産会社はこちらの
QRコードからご確認ください。
（PDFファイル） 

法テラス佐渡法律事務所
☎050-3383-5422
平日 9:00 ～17:00　要予約平日　

佐渡かんぞう法律事務所
☎0259-58-7166　平日　9:00 ～17:00　要予約

土地建物の相続登記、成年後見等に関すること
新潟県司法書士会総合相談センター
☎025-240-7867
平日 10:00 ～12:00、13:00 ～16:00

不動産表示登記、境界調査等に関すること
新潟県土地家屋調査士会
☎025-378-5005　平日 9:00 ～17:00

新潟県弁護士会
☎025-222-5533　平日 9:00 ～17:00 


